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まずは地主さんに借地権を譲渡したいとの話をして、地主が買い取らないということであれば、信頼で

きる不動産業者に相談するのが良いでしょう。

不動産業者については、知人に聞いてみたり、地元で長年営業している方を探すのが良いでしょう。

相談 1

回答

借地権の譲渡を考えています。できれば地主に買い取っていただきたい。どうしたら良いか教えてくだ

さい。

よくある相談の一部を紹介します。

向島百花園大輪朝顔展

まずは説明会に出席し、不安な点があれば対策して欲しいなど、近隣住民として要望することができます。

相談 2

回答

隣地に高層マンションの建設が予定されています。近々説明会があるのですが、どのように対応すれば

良いでしょうか。

　第４火曜日の相談員は、墨田区内の設計事務所
や工務店から選ばれていますので、耐震改修やリ
フォームに関する設計や工事の相談に加えて墨田
区の各種助成制度にも精通していますから、相談
者の費用負担が少なくなるように総合的な視点か
らのアドバイスができると思います。
　これまでにも、瓦屋根の雨漏り補修相談につい
て、単に雨漏りの補修をするだけでなく、瓦をガ
ルバリウム鋼板などの “軽い屋根” にすることに
より建物の耐震性向上につながることなどの説明
をしています。

　また、墨田区内に多い借地上の建物の建替や改
修にも多くの実績と経験を持っていますので、工
事着手前の留意点などについても合わせてアドバ
イスするようにしています。
　その他にも、墨田区内の地盤の状況や敷地の厳
しい接道状況などを踏まえて、新築、リフォーム、
修繕等それぞれのケースに応じて、設計の内容、
工事の内容、見積書の見方など幅広く対応できま
すので、何でも相談していただきたいと思います。

( 相談員派遣受託団体）：墨田区耐震化推進協議会

　　　　　　会長　鈴木　文雄（すずき　ふみお）氏

＜協議会会員の皆様の得意とする相談分野は何になりますか＞

住まい何でも相談処（毎月第４火曜日：耐震・省エネ・リフォーム相談）
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